
○ ４～８月分は前年度の、９～３月分は今年度の市民税課税額により算定します。
○ 原則、保護者（父母）の課税額を合算した額をもとに計算します。
○ 市が定める保育料のほか、園独自で実費徴収（給食費、教材費など）が発生する

場合があります。

○ 保育料の無償化対象者フローチャート

３ 保育料

＜勤務先の給与などから市・県民税が引かれている方＞

勤務先から配布される「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更
通知書（納税義務者用）」をご覧ください。

※ 住宅借入金等特別税額控除など、
一部の税額控除を引く前の所得
割額で保育料を計算します。

＜自分で市・県民税を支払っている方＞

市から郵送する「納税通知書」の4枚目をご覧ください。

釜石市独自の施策として、令和５年４月１日から、収入にかかわらず、
世帯で監護する第２子以降のお子さんの保育料を無償化しています！

お子さんの年齢は？
（毎年４月２日時点）

０～２歳 ３～５歳

無償化の対象ですあなたの世帯は住民税非課税ですか？

無償化の対象です

はい いいえ

世帯で監護する第２子以降のお子さんですか？

3歳児クラスから無償化の対象です

はい いいえ


